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表紙

証券コード：7386

第15回　定時株主総会

招集ご通知

株主総会にご出席いただけない場合

書面（郵送）又はインターネットにより議決権を行使
くださいますようお願い申しあげます。
議決権行使期限
2024年12月16日（月曜日）午後６時30分まで

開催日時
2024年12月17日（火曜日）午前10時
受付開始：午前９時30分

開催場所
東京都千代田区外神田一丁目１番８号
東芝万世橋ビル　８階
TKP秋葉原カンファレンスセンター ホール８A
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

議　　案
第1号議案　定款一部変更の件
第2号議案　取締役４名選任の件
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招集ご通知

証券コード　7386
2024年12月2日

（電子提供措置の開始日）2024年11月25日
株　主　各　位

東京都千代田区大手町二丁目１番１号
ジャパンワランティサポート株式会社
代表取締役社長 小 田 則 彦

【当社ウェブサイト】
　https://www.jpwsp.com/ir/meeting/

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
　https://d.sokai.jp/7386/teiji/

第15回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第15回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりま
すので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげま
す。

　書面（郵送）又はインターネットによる議決権行使にあたりましては、お手数ながら株主総会参考
書類をご検討のうえ、2024年12月16日（月曜日）午後６時30分までに議決権をご行使くださいま
すようお願い申しあげます。

敬　具
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招集ご通知

１．日 時 2024年12月17日（火曜日）午前10時
２．場 所 東京都千代田区外神田一丁目１番８号

東芝万世橋ビル８階　TKP秋葉原カンファレンスセンター　ホール８A

（開催場所は前年と同じでありますが、階数が異なっておりますので、ご来場の
際は、お間違えのないようお願い申しあげます。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第15期（2023年10月１日から2024年９月30日まで）

事業報告及び計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役４名選任の件

 

記

以　上

１．当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申しあげます。

２．書面（郵送）による議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示
が無い場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

３．書面（郵送）及びインターネットにより議決権を行使された場合は、インターネットによる行使
を有効なものとして、また、インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後の行
使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

４．電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、そ
の旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

５．本定時株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載
した書面をお送りいたします。

６．決議通知につきましては、書面による交付に代えて、上記の当社ウェブサイトに掲載させていた
だきますのでご了承ください。

＜議決権行使についてのご案内＞
・書面による議決権行使の場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、議決権行使期限（2024年12月16日
(月曜日)午後６時30分まで）に到着するようご返送ください。

・電磁的方法（インターネット）による議決権行使の場合
３頁から４頁に記載の「議決権行使の案内」をご確認のうえ、議案に対する賛否をご入力いただ
き、議決権行使期限（2024年12月16日(月曜日)午後６時30分まで）にご返信ください。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し
あげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権
を行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2024年12月17日（火曜日）
午前10時（受付開始:午前９時30分）

2024年12月16日（月曜日）
午後６時30分到着分まで

2024年12月16日（月曜日）
午後６時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　年末年始を除く９:00～21:00）

－ 4 －
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当事業年度の事業の状況

(2023年10月１ 日から
2024年９月30日まで )
事　 業　 報　 告

１. 会社の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境が徐々に改善する中、各種政策の効果も
あって、雇用や所得環境の改善を背景に個人消費も持ち直しの傾向が見られるなど、景気は緩
やかな回復基調が期待されています。一方、円安の進行や地政学リスクに起因した資源・エネ
ルギー価格の高止まり、それに伴う物価高の進行など、景気の先行きは依然として不透明な状
況が続いております。
　住宅業界においては、資源価格の高騰を受けた木材・住宅設備機器等の値上げや住宅ローン
金利上昇への不安感などにより厳しい環境となっている一方で、SDGsへの関心の高まりもあ
り、既築住宅の経年劣化に伴う修繕需要、住生活空間の充実を図るようなリフォーム需要は底
堅く推移しています。また、人件費・部材の値上がりに伴う修理費用の高額化への不安感の高
まりもあり、延長保証への関心が高まっております。
　このような事業環境の中、当社は主力商品である、新品住宅設備の延長保証サービス「あん
しん修理サポート」の他、カギ・水回り・ガラスの緊急駆けつけサービス「あんしん住宅サポ
ート24h」、中古住宅設備の保証サービス「リユース修理サポート」、住まいの長期保証バッ
クアップサービス「スマイノミライ」、住宅の点検やリペアなど、住宅に関するアフターフォ
ローをワンストップで対応する事業環境をより強化しました。また、太陽光発電設備に特化し
た延長保証サービス「太陽光システムあんしん長期保証」、第2の収益の柱となる、コールセ
ンターや事務業務などを請け負うBPO事業も引き続き積極展開を進めております。
　この結果、当事業年度の経営成績は、売上高1,984,996千円（前期比19.3％増）、営業利
益815,977千円（同31.9％増）、経常利益871,114千円（同30.4％増）、当期純利益
597,928千円（同31.7％増）となりました。
　なお、当社は住宅設備機器の延長保証事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記
載は省略しております。
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当事業年度の事業の状況

② 設備投資の状況
　当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は613千円で、その主なもの
は、ソフトウェア等の購入であります。

③ 資金調達の状況
　特記すべき事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。

－ 6 －
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直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

区 分 第 12 期
(2021年９月期)

第 13 期
(2022年９月期)

第 14 期
(2023年９月期)

第 15 期
(当事業年度)

(2024年９月期)

売 上 高 (千円) 1,251,472 1,446,310 1,664,148 1,984,996

経 常 利 益 (千円) 493,889 550,544 668,063 871,114

当 期 純 利 益 (千円) 321,899 358,338 454,153 597,928

１株当たり当期純利益 (円) 160.95 176.82 203.67 253.06

総 資 産 (千円) 8,441,020 9,857,265 11,005,705 11,686,573

純 資 産 (千円) 1,139,589 1,574,796 2,129,160 2,801,209

１株当たり純資産 (円) 568.68 749.92 917.29 1,120.76

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当た
り純資産は自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

２．当社は、2022年２月15日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っております。
第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当た
り純資産を算定しております。

会 社 名 資 本 金 当社に対する
議 決 権 比 率 当 社 と の 関 係

ジャパンベストレスキュー
シ ス テ ム 株 式 会 社 100百万円 58.9％ 役員の兼任

当社と業務委託契約を締結

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

（注）　親会社であるジャパンベストレスキューシステム株式会社と業務委託契約に係る取引価格は一般の取引
価格を参考に決定しており各年度に取締役会にて決議しております。なお、当社取締役会は同社との取
引の内容が公正なものであり、当社の利益を害するものではないと判断しております。

② 重要な子会社の状況
　該当事項はありません。
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対処すべき課題

(4) 対処すべき課題
　当社は住宅設備機器の延長保証事業を展開しております。市場全体として同事業の認知は拡大
しており、住宅設備機器供給業界でのシェア確保や競合他社に対する優位性の継続的な確保が必
要と考えております。
　また、同事業はストック型ビジネスであり安定的な収益を上げることが可能ですが、当社の一
層の成長のためには、同事業の拡大のみでなく、当社が培ったサービスのノウハウを活かしたフ
ロー型ビジネスへの本格参入も必要と考えております。
　なお、ストック型ビジネスとは一括にて収受した保証料を保証期間に応じ按分し収益を認識す
るビジネス、フロー型ビジネスとはサービス提供と同時に収益を認識するビジネスと当社は定義
しております。
　こうした方針のもと、当社の対処すべき課題は①新たな集客戦略・販路拡大、②新規事業の開
発、③ITシステムの向上及び業務効率化、④優秀な人材の確保及び育成、⑤激甚災害等への対策
と考えております。
① 新たな集客戦略・販路拡大
a 新築住宅市場における販売促進
　当社は大手ハウスメーカーを中心とした新築住宅請負、分譲住宅供給会社、マンションデ
ベロッパー等、戸建て・マンションにおける新築住宅事業者に対して、親和性の高い駆け付
けサービス、申込方法簡略化、コールセンターの一括代理等を付帯することで差別化を図っ
ております。
　新築住宅市場においては、今後少子高齢化・人口減少に伴い着工戸数の減少が見込まれる
ため、当社サービスに新築住宅事業者とエンドユーザーのニーズをマッチさせる付加価値を
付けることで、マーケットシェア拡大に取り組んで参ります。
b リフォーム市場における販売促進
　住まいの選択肢の多様化に伴うリノベーションやサスティナブルな社会への関心の高まり
を背景に、リフォーム需要が高まっています。リフォーム市場においても新築住宅市場と同
様、カギ・水まわり・ガラスの緊急駆け付けサービスといった親和性の高い付加価値を付け
たサービス等によりリフォーム専門事業者並びに新築住宅事業者のリフォーム部門への販路
拡大、マーケットシェア拡大に取り組んで参ります。

－ 8 －
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対処すべき課題

c 中古住宅市場・既存住宅市場における販売促進
　政府においても2021年3月に閣議決定された新たな「住生活基本計画(全国計画)」に示さ
れている通り、中古住宅の資産価値を高める取り組みや既存住宅流通市場の環境整備が進め
られており、中古住宅市場の拡大が見込まれます。当社としても、新築及びリフォーム施工
時に附帯する住宅設備保証に加え、中古住宅の売買契約時を保証始期とする保証サービスの
導入を進めております。また、こちらのサービスは賃貸住宅オーナー等、多数の設備機器を
所有するユーザーの設備機器修理代を平準化させるものとしても販売促進を行って参りま
す。

② 新規事業の開発
　新築住宅の設備保証のみでは競合他社に明確な差別化戦略を取ることに限りがあるため、当
社は今後、設備保証のみならず、設備保証運営において培ったノウハウを基に住宅、暮らしの
全体をマーケットとしたサービス展開を推進して参ります。

③ ITシステムの向上及び業務効率化
　当社は今後の会員数増加や事業拡大、事業環境の変化等に対応するためにITシステムに対す
る投資を行っております。また同時に保証登録から請求、エンドユーザーからの修理受付、メ
ーカーへの修理依頼といった延長保証に関する一連の多様化した業務を見直し、システム化を
進めることで業務効率化・迅速化を推進し、質・スピードの向上が実現できる環境整備を進め
て参ります。

④ 優秀な人材の確保及び育成
　当社は今後の事業拡大や継続した発展のために優秀な人材の確保及び育成が不可欠であると
認識しております。そのため、当社の求める専門性や資質を兼ね備えた人材の登用を進めると
ともに、各種社内研修の実施等による継続的な成長促進、働きやすい職場環境の整備に取り組
むことで、優秀な人材の確保及び育成を進めて参ります。

⑤ 激甚災害等への対策
　当社は、自然災害や事故に備え、コールセンター機能を業務委託先の提携会社に委託するこ
とでリスクを回避しております。またコールセンター以外の役割に関しても決議事項のデジタ
ル化、テレワーク体制の整備等、様々なリスクに対応できる体制の整備を進めておりますが、
今後も対応力を増強すべく、対策を進めて参ります。

－ 9 －
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項

(5) 主要な事業内容（2024年９月30日現在）
　当社の主な事業内容は、住宅設備機器の延長保証であり、住宅設備機器メーカーの保証終了
後の故障やトラブルのサポートを実施しております。

本 社 東京都千代田区大手町二丁目１番１号　大手町野村ビル７階

本 部 愛知県名古屋市中区錦一丁目５番11号　名古屋伊藤忠ビル４階

(6) 主要な営業所（2024年９月30日現在）

使 用 人 数 前事業年度末比
増 減 平 均 年 齢 平均勤続年数

34名 １名増 33.9歳 2.7年

(7) 使用人の状況（2024年９月30日現在）

（注）１．使用人数は就業人員及びパート等であります。
２．パート等から社員として採用された者の勤続年数には、パート等として勤続した期間も含めてお
ります。

(8) 主要な借入先の状況（2024年９月30日現在）
　該当事項はありません。

(9) その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 10 －
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株式の状況

(1) 発行可能株式総数 8,000,000株
(2) 発行済株式の総数 2,473,400株
(3) 株主数 779名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

ジャパンベストレスキューシステム株式会社 1,457千株 58.9％

庄 司 武 史 162 6.6

光 通 信 株 式 会 社 161 6.5

I N T E R A C T I V E  B R O K E R  S  L L C 102 4.1
PERSHING SECURITIES LTD CLIENT
SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT 68 2.8

小 田 則 彦 66 2.7

豊 島 不 動 産 株 式 会 社 28 1.2

G M O ク リ ッ ク 証 券 株 式 会 社 18 0.7

J P モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 18 0.7
B N Y M  S A / N V  F O R  B N Y M
G C M  C L I E N T  A C C T  M  I L M  F E 17 0.7

２. 株式の状況（2024年９月30日現在）

(4) 大株主

（注）１．持株比率は自己株式（180株）を控除して計算しております。
２．新株予約権の行使により、発行済株式総数は170,400株増加しております。

－ 11 －
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新株予約権等の状況

第 １ 回 新 株 予 約 権 第 ３ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2018年10月15日 2022年11月18日

新 株 予 約 権 の 数 1,080個 380個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　216,000株
（新株予約権１個につき
200株）

普通株式　　38,000株
（新株予約権１個につき
100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 1,082円 7,100円

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
156,800円
（１株当たり　784円）

新株予約権１個当たり
233,200円
（１株当たり 2,332円）

権 利 行 使 期 間 2020年10月１日から
2025年10月31日まで

2023年12月１日から
2027年11月30日まで

行 使 の 条 件 （注）１ （注）２

役 員 等 の
保 有 状 況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権
の数 250個
目的となる
株式数 50,000株

保有者数 １名
　

新株予約権
の数 180個
目的となる
株式数 18,000株

保有者数 ２名
　

使 用 人

新株予約権
の数 25個
目的となる
株式数 5,000株

保有者数 １名
　

－

３. 新株予約権等の状況
(1) 当事業年度の末日において当社役員等が保有している職務執行の対価として交付された新株予
約権の状況

（注）1. 新株予約権者は、2019年９月期及び2020年９月期の各事業年度に係る監査済の損益計算書におい
て、売上高が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、本新株予約権を行使することができる。
また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合には、合
理的な範囲内において、別途計上すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

－ 12 －
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新株予約権等の状況

第２回新株予約権(注)１

発 行 決 議 日 2019年１月21日

新 株 予 約 権 の 数 490個　
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る 株 式 の 種 類 と 数 普通株式 98,000株

（新株予約権１個につき 200株）　
新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 110円

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権１個当たり 156,800円
（１株当たり 784円）　

権 利 行 使 期 間 2022年１月１日から
2029年１月24日まで

行 使 の 条 件 （注）２

① 2019年９月期の売上高が480百万円以上
② 2020年９月期の売上高が600百万円以上

２．新株予約権者は、2023年９月期乃至2025年9月期において、当社の損益計算書（連結損益計算書を
作成している場合には連結損益計算書）に記載された経常利益が下記①乃至③の各号に掲げる条件を
満たした場合、各新株予約権に割り当てられた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度とし
て行使することができる。

① 2023年９月期の経常利益が659百万円以上の場合、割り当てられた新株予約権の1/3の行使可能
② 2024年９月期の経常利益が777百万円以上の場合、割り当てられた新株予約権の1/3の行使可能
③ 2025年９月期の経常利益が885百万円以上の場合、割り当てられた新株予約権の1/3の行使可能

３. 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社（財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。）の取締役、監査役又は使
用人であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合
は、この限りではない。

４. 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
５. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す

ることとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
６．本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

－ 13 －
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新株予約権等の状況

第２回新株予約権(注)１

役 員 の 保 有 状 況

取 締 役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ）

新株予約権の数 ９個
目的となる株式数 1,800株
保有者数 １名

　

監 査 役
新株予約権の数 5個
目的となる株式数 1,000株
保有者数 ２名

　
（注）1. 本新株予約権は、当社の取締役及び従業員のモチベーションの維持・向上を図るとともに中長期的

な企業価値向上へのインセンティブを付与することを目的として、榊原暢宏を委託者とし、渡邊俊
雄を受託者とする新株予約権信託設定契約を締結し、新株予約権信託を活用したインセンティブプ
ランを構成するものである。

2. ①本新株予約権の割当を受けた者（以下、「受託者」という。）は、本新株予約権を行使すること
ができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受け
た（以下、「本新株予約権者」という。）のみが本新株予約権を行使できるものとする。

②本新株予約権者は、2019年９月期から2021年９月期までの当社損益計算書（連結損益計算書を
作成した場合には、連結損益計算書とする。）における営業利益が次の各号に定める条件を達成
している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用、
決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指
標を取締役会にて定めるものとする。

(a)2019年９月期の営業利益が250百万円を超過していること
(b)2020年９月期の営業利益が350百万円を超過していること
(c)2021年９月期の営業利益が450百万円を超過していること

③本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社の子会社・関連会社
の取締役及び従業員並びに契約関係のある顧問及び業務提携先の外部協力者であることを要す
る。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた
場合は、この限りではない。

④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超

過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

－ 14 －
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会社役員の状況

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 小 田 　 則 彦 －

取 締 役 松 井 　 雅 由 管理部長

取 締 役 若 月 　 光 博
ジャパンベストレスキューシステム株式会社
代表取締役社長
ジャパン少額短期保険株式会社　取締役

取 締 役 水 野 　 信 勝 水野信勝公認会計士事務所所長
フルハシEPO株式会社社外取締役

取 締 役 森 　 　 千 年 －

常 勤 監 査 役 成 瀬 　 　 彰 －

監 査 役 外 山 　 照 久

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー
医療法人社団嬉泉会　監事
株式会社かんざし　社外監査役
A＆S監査法人　パートナー
株式会社オズビジョン　社外監査役

監 査 役 冨 重 　 純 二 －

４. 会社役員の状況
(1) 取締役及び監査役の状況（2024年９月30日現在）

（注）１. 取締役水野信勝氏及び取締役森千年氏は、社外取締役であります。
２. 取締役水野信勝氏は、公認会計士の資格を有しております。
３. 監査役外山照久氏及び監査役冨重純二氏は、社外監査役であります。
４. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。

① 2023年12月19日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって、取締役岩本一良氏は任期満了に
より退任いたしました。

② 2023年12月19日開催の第14回定時株主総会において、水野信勝氏は取締役に新たに選任され、
就任いたしました。

③ 2024年５月24日をもって、代表取締役社長庄司武史氏は辞任により退任いたしました。
５. 常勤監査役成瀬彰氏及び監査役外山照久氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有しております。
・常勤監査役成瀬彰氏は、他社及び当社にて経理・財務業務に携わってきた経験があります。
・監査役外山照久氏は、公認会計士の資格を有しております。

６. 当社は、社外取締役水野信勝氏及び社外取締役森千年氏、社外監査役外山照久氏及び社外監査役冨重
純二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

－ 15 －
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会社役員の状況

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役、及び各社外監査役との間に、
会社法第423条第１項の任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結して
おり、当該契約に基づく責任の限定額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を
限度としています。

(3) 補償契約の内容の概要等
　該当事項はありません。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役であり、被保険者
は保険料を負担しておりません。
　当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該
責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険
会社が填補するものであり、１年毎に契約更新しております。
　なお、当該保険契約では、当社が当該被保険者に対して損害賠償請求を追及する場合は保険
契約の免責事項としており、また、填補する額について限度額を設けることにより、当該被保
険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
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区 分 報酬等の総額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 対 象 と な る

役 員 の 員 数基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

53,956千円
（6,000）

53,600千円
（6,000）

356千円
（－）

－　千円
（－）

６名
（３）

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

12,419
（5,300）

12,320
（5,300）

99
（－）

－
（－）

３
（２）

合 計
（う ち 社 外 役 員）

66,375
（11,300）

65,920
（11,300）

455
（－）

－
（－）

９
（５）

(5) 取締役及び監査役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報
酬等の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、役位、キャリア、経営責任の
度合い等に基づき、社外取締役及び監査役の意見を踏まえた上で、取締役会から授権された代
表取締役社長小田則彦が適正な報酬額を決定しております。また、監査役の報酬等の額は、株
主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。な
お、当社の役員の報酬等に関する株主総会決議日は2017年12月８日であり、取締役において
は年額100百万円以内、監査役においては年額20百万円以内で報酬限度額を決定しておりま
す。
　報酬等の種類は、2019年12月20日に開催された株主総会にて決議された、固定の基本報
酬と変動の業績連動賞与に分かれております。業績連動賞与は、企業価値を向上させる経常利
益額を指標とし、目標に対する評価係数に応じて算出しております。

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 上表の取締役の員数が当事業年度末日の取締役の員数と相違しておりますのは、無報酬の取締役１名
を除いており、また2023年12月19日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役
１名および当事業年度中に退任した取締役１名を含めているためであります。

２. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３. 業績連動報酬等にかかる業績指標は経常利益を採用しており、その実績は871,114千円であります。

当該指標を選択した理由は企業価値を向上させるからであります。当社の業績連動報酬は、職位別の
基準額に対して目標に対する評価係数を乗じたもので算定されております。
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会社役員の状況

４. 取締役の金銭報酬の額は、2017年12月８日開催の第８回定時株主総会において年額100百万円以内
と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締
役の員数は、４名（うち、社外取締役は０名）であります。

５. 監査役の金銭報酬の額は、2017年12月８日開催の第８回定時株主総会において年額20百万円以内
と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名であります。

６. 取締役会は、代表取締役社長小田則彦に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締
役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社
全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると
判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、監査役会がその妥当性等につ
いて確認しております。

(6) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役水野信勝氏は、水野信勝公認会計士事務所 所長、フルハシEPO株式会社社外取締役
であります。各兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

・監査役外山照久氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー、医療法人社団嬉
泉会　監事、株式会社かんざし 社外監査役、A＆Ｓ監査法人 パートナー、及び株式会社オ
ズビジョン　社外監査役であります。各兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
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出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 並 び に 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 水 野 信 勝

当事業年度の社外取締役就任後開催の取締役会回すべてに出席いたしま
した。
コンサルティング、及び様々な会社の監査に携わっている豊富な経験と
実績を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会
の意思決定の妥当性・適切性を確保するための発言を行っております。

取締役 森 　 千 年

当事業年度開催の取締役会16回すべてに出席いたしました。
上場企業の執行役員、上場会社の子会社の代表取締役を歴任した豊富な
知識と経験を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取
締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための発言を行っており
ます。

監査役 外 山 照 久

当事業年度開催の取締役会16回すべてに出席いたしました。
弁護士・公認会計士両方の資格を有した抜群の専門知識と実績を活か
し、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定
の妥当性・適切性を確保するための発言を行っております。
また、当事業年度開催の監査役会13回すべてに出席し、監査結果につ
いての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

監査役 冨 重 純 二

当事業年度開催の取締役会16回すべてに出席いたしました。
上場企業の執行役員、上場子会社の代表取締役、及び上場企業の監査役
(非常勤)を歴任した豊富な知識と実績を活かし、経営から独立した客観
的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保す
るための発言を行っております。
また、当事業年度開催の監査役会13回すべてに出席し、監査結果につ
いての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

② 当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況

普賢監査法人 監査法人八雲

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 1,632千円 20,000千円
当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額 1,632千円 20,000千円

５. 会計監査人の状況
(1) 名称 監査法人八雲
（注）2023年12月19日開催の第14回定時株主総会において監査法人八雲が選任されたことに伴

い、当社の会計監査人であった普賢監査法人は退任いたしました。

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該
議案を株主総会に提出いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340 条第１項各号に定める項目に該当すると認め
られる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場
合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人
を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社は、会社法に従い「内部統制システムの整備に関する基本方針」を2019年9月20日に開
催の取締役会にて決議し、 2019 年10月１日より施行しております。
　この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を定期的に評価し、必要な改善措置
を講じるほか、経営環境の変化等に対応して、この基本方針について不断の見直しを行い、一層
実効性のある内部統制システムの整備・運用を実施することとしております。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a.　当社は、「困っている人に「あんしん」を届けることで社会に貢献する！～ Quality of 
Life～」との経営理念を掲げ、すべての役員及び従業員が職務を執行するに当たっての基本
方針とする。

b.　当社は、企業が存立を継続するためにはコンプライアンス（法令等の遵守）の徹底が必
要不可欠であるとの認識のもと、すべての役員及び従業員が公正で高い倫理観に基づいて
行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努めるものとする。 すべての役員及び
従業員は、企業行動規範の基本原則である「コンプライアンス規程」を通じてその精神を
理解し、一層公正で透明な企業風土の構築に努める。

c.　当社は、コンプライアンスの状況を把握し、コンプライアンス違反があった場合に対応
するため、「コンプライアンス委員会」を設置する。コンプライアンス委員会は、代表取
締役を委員長、管理部長を事務局長とし、常勤の取締役・監査役、内部監査担当及びコン
プライアンス推進担当者で構成する。

d.　当社は、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報のために、社外を含めた複
数の内部通報窓口を設置し、通報者の保護を徹底した「内部通報運用規程」により、内部
通報制度を整備・運用する。

e.　当社は、独立性を確保した経営企画室の内部監査担当を設置し、すべての業務が法令・
定款及び社内諸規程等に準拠して適正・妥当かつ合理的に行われているか、また、当社グ
ループの制度・組織・諸規程が適正・妥当であるか、内部監査を通じて公正不偏に検証す
る。

f.　当社は、社会的責任及び企業防衛の観点から「反社会的勢力排除に関する基本方針」を定
め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、取引を含め一切関係を持た
ず、同勢力からの不当な要求に断固として応じないこととする。反社会的勢力による不当
な要求に備えて、外部専門機関との連携体制の強化を図り、指導及び助言を受け、新規取
引を開始する際には、事前に反社会的勢力に該当しないか調査を実施する。
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② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.　当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る議事録等の記録や、各取

締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書など、取締役の職務の執行に係る情報を適正
に記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき定められた期間保存する。

b.　当社は、「情報セキュリティ管理規程」を定め、情報セキュリティに関する責任体制を
明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施する。個人情報及
び特定個人情報については、法令及び「個人情報保護方針」に基づき厳重に管理する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.　当社は、損失の危険に対して、影響度の大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策

を準備する等により、損失の危険を最小限にすべく組織的な対応を行う。
b.　当社は、損失の危険すなわちリスクの全般的なコントロールを行うため、「リスク管理

規程」に基づきリスクごとに担当部署を定め、内部監査担当部門によるモニタリングの下
で、定期的にリスク管理に関する体制・方針及び施策等を総合的に検討する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する

ことを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じ
て臨時開催し、機動的な意思決定を行う。

b.　当社は、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、「中期経営
計画」を策定し、執行状況を監督する。

c.　中期経営計画を達成するため、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、取締役
の職務権限と担当業務を明確にし、職務の執行の効率化を図る。

⑤ 財務報告の信頼性を確保するための体制
a.　当社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の

法令に基づき、体制の整備・運用を図り、有効性評価及び改善等を行う。
b.　当社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による相互牽制、日常的モニタ

リング等を実施し、財務報告の信頼性の確保に努める。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性を確保する事項
a.　監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役が必要に応じて関係部門と協議のうえ指名

する。
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b.　監査役補助使用人の取締役からの独立性を確保するために、当該使用人の異動、人事考
課については、予め監査役会と事前協議をして同意を得るものとする。

c.　取締役は、監査役補助使用人がその監査業務を遂行する上で不当な制約を受けないよう
に配慮しなければならず、当該使用人は監査業務遂行にあたり不当な制約を受けたとき
は、監査役に報告し、制約の排除を求めることができる。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
a.　取締役及び部門長は、以下の項目に該当する事項が発生した場合、発見次第速やかに監

査役に報告するものとする。
イ　当社の信用を著しく低下させたもの、又はその恐れのあるもの
ロ　当社の業績に著しく悪影響を与えたもの、又はその恐れのあるもの
ハ　企業倫理、コンプライアンス、定款に違反したもの、またその恐れのある重大なもの
ニ　その他イ～ロに準ずる事項

b.　取締役及び従業員は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する
報告を行う。また、子会社の取締役、監査役及び従業員は、当社の監査役の求めに応じ
て、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行うものとする。

c.　監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、当社の
取締役及び従業員に対し不利な取り扱いを行わない。

d.　重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供するものとする。

⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針

a.　当社は、監査役会がその職務の執行について、当社に対し会社法第 399 条の２第４項に
基づく費用の前払等の請求をした場合、当該費用又は債務が監査役の職務の執行に必要で
ない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

b.　当社は、監査役会が、独自に外部専門家を監査役の職務の執行のために利用することを
求めた場合、監査役の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負担する。

⑨ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.　監査役が会計監査人及び内部監査担当部門と緊密な連携を保ち、足らざる点を補完しつ

つ相互に牽制する関係を構築し、効率的かつ効果的な監査が実施できるよう「三様監査」
体制の環境を整備するものとする。

b.　監査役は、取締役から実効的かつ機動的な報告がなされるように、社内規程の整備その
他社内体制の整備を取締役会に求めることができる。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する事項

c.　監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席する。
d.　監査役は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができる。
e.　監査役は、監査役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて随時開催し、監査実施

状況等について情報交換及び協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関
する報告を受け、意見交換を行う。

⑩ 反社会的勢力の排除の体制
　社会秩序に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で接し、一切の関係を
遮断するとともに、取引先等に対する反社会的勢力との関係有無の確認及び警察、弁護士等
の外部関係者からの情報収集に努めております。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
① コンプライアンスに関する取り組み

　当社は、取締役会において制定した「コンプライアンスプログラム」の下、当社全役職員向
けのコンプライアンス・セミナーを開催する等、役職員に対し定期的かつ継続的にコンプライ
アンス教育・研修を行っております。セミナーの開催以外にも、コンプライアンスに関する事
項について、様々な会議体において定期的に発信することにより、コンプライアンス意識の底
上げを図り、コンプライアンス意識の浸透及び徹底を図っております。
　また、当社役員及び部門責任者、内部監査担当を構成員とするコンプライアンス委員会を設
置しております。当該委員会の委員長である代表取締役が原則四半期に１回開催し、「コンプ
ライアンス規程」に基づき当社が、国内外法令及び社内規程を遵守し、社内規範を尊重した節
度と良識ある行動を徹底させることを目的に、コンプライアンスに係る重要事項を審議してお
ります。顧問弁護士がオブザーバーとして参加することがあります。

② 取締役の職務遂行の適正性及び効率性を可能ならしめる体制
　取締役は「取締役会規程」に基づき、毎月１回定時取締役会を開催し、経営の最高意思決定
機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行っております。また、迅速な意思決定が
必要な事項が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催しております。

③ 監査役の監査に実効性を確保するための体制
　監査役は「監査役会規程」に基づき、毎月１回監査役会を開催し、「監査役規程」、監査役
監査基準及び監査計画に基づき、取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行状況を監査し、業
務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。また、迅速な意思決定が必要な
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する事項

事項が生じた場合には、適宜、臨時に監査役会を開催しております。常勤監査役は取締役会及
びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の
監査手続を通じて、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会
計監査人と連携して効率的な監査の実施に努めております。

④ 内部通報の実効性を高めるための体制
　当社は、コンプライアンス体制の充実及び強化を図るため「内部通報運用規程」を定め、そ
の通報窓口を社内及び外部の弁護士、専門の内部通報管理会社としており、「内部通報運用規
程」に準じて適切に取扱うよう定めております。又、「内部通報運用規程」では、匿名での通
報を認めるとともに、通報者に対して不利益な取扱いを禁止するほか、万一取締役や従業員が
通報者に対して不利益な取扱いを行った場合には、常勤監査役が当該取締役や従業員に対し
て、必要かつ適切な措置を講ずることとし、通報者の保護を図っております。

⑤ リスク管理に関する取り組み
　当社は、「リスク管理規程」を定め、また、当社役員及び部門責任者、内部監査担当を構成
員とするとするリスク管理委員会を設置しております。当該委員会の委員長である取締役管理
部長が、原則四半期に１回開催し、必要がある場合は、随時開催をしております。「リスク管
理規程」に基づき、リスク管理に関して必要な事項を定め、もってリスクの顕在化の防止及び
損失の最小化を図ることを目的に、リスク管理に係る重要事項を審議しております。

７. 会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

８. 剰余金の配当等の決定に関する事項
　今後の長期的・安定的な事業展開に備え、企業体質の強化のために内部留保を高めつつ、株主各
位に対して、安定的かつ継続的な配当と利益還元を行うことを基本方針としております。
　なお、当期末配当金については、2024年11月８日に発表のとおり、20円と決定いたしまし
た。これにより、中間配当金20円とあわせた年間配当金は40円となります。
　また、内部留保につきましては、当社事業の拡大に向けた事業基盤強化のための投融資に有効活
用いたします。
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
破 産 更 生 債 権 等
出 資 金
長 期 前 払 費 用
投 資 不 動 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

8,487,484
7,956,428
198,337

38
257,837
74,843

3,199,088
15,444
12,966
2,477

21,617
21,419
198

3,162,027
1,146,370

444
20,061

1,224,203
743,533
12,666
15,191
△444　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 1,878,665
買 掛 金 83,100
未 払 金 73,916
未 払 費 用 7,256
未 払 法 人 税 等 184,288
前 受 収 益 1,480,508
賞 与 引 当 金 12,075
そ の 他 37,520

固 定 負 債 7,006,698
資 産 除 去 債 務 10,331
長 期 前 受 収 益 6,954,804
そ の 他 41,562

負 債 合 計 8,885,363
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 2,753,319
資 本 金 231,667
資 本 剰 余 金 221,667
資 本 準 備 金 221,667

利 益 剰 余 金 2,300,640
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,300,640
繰 越 利 益 剰 余 金 2,300,640

自 己 株 式 △656
評 価 ・ 換 算 差 額 等 18,555

その他有価証券評価差額金 18,555
新 株 予 約 権 29,334
純 資 産 合 計 2,801,209

資 産 合 計 11,686,573 負 債 純 資 産 合 計 11,686,573

貸　借　対　照　表
（2024年9月30日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

(2023年10月１日から2024年９月30日まで)
科 目 金 額

売 上 高 1,984,996
売 上 原 価 635,887
売 上 総 利 益 1,349,108
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 533,131
営 業 利 益 815,977
営 業 外 収 益
受 取 利 息 1,135
有 価 証 券 利 息 9,694
受 取 配 当 金 4,041
投 資 有 価 証 券 売 却 益 40,155
出 資 金 運 用 益 1,145
投 資 不 動 産 賃 貸 料 29,305
そ の 他 231 85,708

営 業 外 費 用
支 払 手 数 料 1,801
投 資 不 動 産 賃 貸 費 用 28,770 30,571

経 常 利 益 871,114
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 1,744 1,744

税 引 前 当 期 純 利 益 869,369
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 278,305
法 人 税 等 調 整 額 △6,863 271,441
当 期 純 利 益 597,928

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2023年10月１日から2024年９月30日まで)
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金
資 本
剰余金合計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 164,432 154,432 154,432 1,790,984 1,790,984 △480 2,109,369

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 67,234 67,234 67,234 134,469

剰 余 金 の 配 当 △88,272 △88,272 △88,272

当 期 純 利 益 597,928 597,928 597,928

自 己 株 式 の 取 得 △176 △176

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 67,234 67,234 67,234 509,655 509,655 △176 643,949

当 期 末 残 高 231,667 221,667 221,667 2,300,640 2,300,640 △656 2,753,319

評価・換算差額等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 3,021 3,021 16,769 2,129,160

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 134,469

剰 余 金 の 配 当 △88,272

当 期 純 利 益 597,928

自 己 株 式 の 取 得 △176
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 15,534 15,534 12,565 28,099

当 期 変 動 額 合 計 15,534 15,534 12,565 672,049

当 期 末 残 高 18,555 18,555 29,334 2,801,209

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

建物 ６年～15年
工具、器具及び備品 ５年～10年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっております。
② その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）によっております。

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法によっております。
　なお、債券のうち「取得価額」と「債券金額」との差額の性格が金利の調整と認められるものについて
は、償却原価法（定額法）により原価を算定しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く））及び2016年４月１日
以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
なお、取得原価が100千円以上200千円未満の資産につきましては、３
年均等償却しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、
社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③ 投資不動産
定額法によっております。
主な耐用年数は、11年～43年であります。

(3) 引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に負
担すべき額を計上しております。
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個別注記表

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 20,018千円
投資不動産の減価償却累計額 24,311千円

① 短期金銭債権 4,112千円
② 短期金銭債務 15,443千円

(4) 収益及び費用の計上基準
　当社が提供する役務は、一定の期間にわたり充足される履行義務であることから、一括にて収受した保証
料については、保証期間にわたって均等に期間按分し、当事業年度で対応する額を収益計上しております。
未経過分の保証料については１年以内に収益化される予定の額を前受収益、１年を超える予定の額を長期前
受収益として計上しております。
　なお、一時点で移転する財又はサービスについては、役務提供時に収益計上しております。
　また、保険会社に支払う保険料についても、保証期間と同一の期間にわたって均等に期間按分し、当事業
年度に対応する額を費用計上しております。未経過分の保険料については、１年以内に費用化される予定の
額を前払費用、１年を超える予定の額を長期前払費用として計上しております。

2. 会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産（純額）12,666千円
（繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産の金額　42,520千円）

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積ってお
ります。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実
際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰
延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

3. 貸借対照表に関する注記

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
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関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 20,255千円
売上原価 2,721千円
販売費及び一般管理費 7,905千円

株 式 の 種 類 当 事 業 年 度
期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当事業年度末の
株 式 数

普 通 株 式 2,303,000株 170,400株 - 2,473,400株

株 式 の 種 類 当 事 業 年 度
期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当事業年度末の
株 式 数

普 通 株 式 148株 32株 - 180株

決 議 株 式 の
種 類 配当金の総額 １株当たり

配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2023年11月10日
取締役会 普通株式 41,451千円 18円 2023年９月30日 2023年12月20日

2024年5月9日
取締役会 普通株式 46,821千円 20円 2024年3月31日 2024年6月21日

決 議 株式の
種 類

配当の原
資

配当金の
総 額

１株当た
り配当額 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年11月8日
取締役会 普通株式 利益剰余金 49,464千円 20円 2024年9月30日 2024年12月18日

4. 損益計算書に関する注記

5. 株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

（注）発行済株式の総数の増加は、新株予約権の行使により170,400株の発行を実施したことによる増加
分であります。

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取り32株による増加分であります。

(3) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
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普通株式 168,600株

(4) 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的とな
る株式の種類及び数

6. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
　当社は資金運用について、主に流動性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針でありま
す。また、資金調達については、営業活動により調達することとしております。デリバティブ取引は利用
しておりません。

② 金融商品の内容及びリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　投資有価証券は、当社と業務上の関係を有する企業の株式及びリスクの少ない満期保有目的の債券、満
期保有目的の債券に該当しない社債、投資信託として運用するものであり、発行体の財務状況や市場価格
の変動リスク等に晒されております。
　営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。未払法人税等
につきましても、３ヶ月以内に納付期限が到来します。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
a. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　当社は、営業債権について、各部門における担当者が主要な取引先の状況を定期的にモニタリング
し、取引先相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把
握や軽減を図っております。

b. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　有価証券、投資信託については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、ま
た、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業等の関係を勘案して保有状況を継続
的に見直しております。

c. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流
動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項について補足説明
　金融商品の時価にも市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することがあります。
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貸借対照表計上額（千円） 時価(千円) 差額（千円）

投 資 有 価 証 券

①満期保有目的の債券 200,000 187,140 △12,860

② そ の 他 有 価 証 券 946,370 946,370 －

資産計 1,146,370 1,133,510 △12,860

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2024年９月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
なお、現金及び預金、売掛金、未払金及び未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
ることから、注記を省略しております。
また、出資金は市場価格がないため、下記の表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額
は20,061千円であります。

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区 分
時 価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

投 資 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券

株 式 39,801千円 －千円 －千円 39,801千円

社 債 －千円 381,230千円 －千円 381,230千円

投 資 信 託 －千円 525,339千円 －千円 525,339千円

区 分
時 価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

投 資 有 価 証 券

満 期 保 有 目 的 の 債 券

ク レ ジ ッ ト リ ン ク 債 －千円 －千円 187,140千円 187,140千円

① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
その他有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時
価をレベル1の時価に分類しております。
　社債は取引証券会社から提示された価格等を用いて評価しております。市場での取引頻度が低く、活発
な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
　投資信託は取引証券会社から提示された基準価格等を用いて評価しております。信託財産の構成物のレ
ベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。
満期保有目的の債券
　当社が保有している満期保有目的の債券は、クレジットリンク債であり、取引証券会社から提示された
価格を用いて評価しております。その提示価格が観察不能であることから、その時価をレベル３の時価に
分類しております。
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貸借対照表計上額 時価
743,533千円 781,797千円

繰延税金資産
未払事業税 9,284千円
投資有価証券評価損 4,165千円
賞与引当金 3,694千円
貸倒引当金 67千円
資産除去債務 3,161千円
その他 2,076千円
繰延税金資産合計 22,451千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △8,181千円
資産除去債務に対応する除去費用 △1,602千円
繰延税金負債合計 △9,784千円
繰延税金資産の純額 12,666千円

7. 賃貸等不動産に関する注記
(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項
　当社では、東京都において、賃貸用の共同住宅を有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

（注）1.　貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2.　当事業年度末の時価は、「不動産鑑定評価基準」に基づく鑑定評価額もしくは指標等を用いて合

理的な調整を行って算定した金額であります。

8. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

－ 35 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2024/11/19 10:13:37 / 24145619_ジャパンワランティサポート株式会社_招集通知_電子提供措置用

個別注記表

種類
会社等の名称

又は氏名

議決権等の所有

（被所有）割合

関連当事者

との関係
取引内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

役員 小田則彦
直接 2.67％

（被所有）

　

当社代表

取締役

新株予約権の

権利行使

（注）1

32,144 － －

役員
庄司武史

（注）2 直接 6.58％

（被所有）

　

当社

元役員

新株予約権の

権利行使

（注）1

25,088 － －

住宅設備機器の延長保証事業
一時点で移転される財又はサービス
一定の期間にわたり移転される財又はサービス

440,368
1,544,628

顧客との契約から生じる収益 1,984,996
その他の収益 －
外部顧客への売上高 1,984,996

9. 関連当事者との取引に関する注記
(1) 役員及び個人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）1.　2018年10月15日開催の臨時株主総会決議に基づき付与された新株予約権の当事業年度における権

利行使を記載しております。なお、取引金額欄は、当事業年度における新株予約権の権利行使によ
る付与株式数に行使時の金額を乗じた金額を記載しております。

2.　2024年5月24日付で庄司武史は当社代表取締役を退任いたしました。なお、取引金額については関
連当事者であった期間の取引金額を記載しております。

10. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記　(4)収益及び
費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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(1) １株当たり純資産 1,120円76銭
(2) １株当たり当期純利益 253円06銭

11. １株当たり情報に関する注記

12. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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会計監査報告

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 安 藤 竜 彦
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 和 田 朋 章

独立監査人の監査報告書
2024年11月15日

ジャパンワランティサポート株式会社
取締役会　御中

監査法人八雲
東京都渋谷区

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ジャパンワランティサポート株式会社の
2023年10月１日から2024年９月30日までの第15期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細表（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

計算書類に係る会計監査報告　謄本
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会計監査報告

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を順守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2023年10月１日から2024年９月30日までの第15期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ
いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査人その他の使用人、その他の者と意思疎通を図り、情報の収集及び監査
の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲
覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役
の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適
正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制
の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス
テム）の状況を監視及び検証いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報
告及びその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための
体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会
計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の
方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書）及びその附属明細書について検討いたしました。

監査役会の監査報告　謄本
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監査役会の監査報告

２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

四 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするにあたり当社の
利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかにつ
いての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人　監査法人八雲の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

3. その他
　第15期の重点監査対象と位置づけた「前受収益の妥当性」および「新規事業に係る収益認
識基準の妥当性およびそのシステム化」については、特に問題はない旨、心証を得ることがで
きました。

常勤監査役 成 瀬 　 彰 ㊞
社外監査役 外 山 照 久 ㊞
社外監査役 冨 重 純 二 ㊞

2024年11月13日
ジャパンワランティサポート株式会社　監査役会

　
以　上
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定款一部変更議案

現 行 定 款 変 更 案

（本店の所在地） （本店の所在地）
第３条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。 第３条 当会社は、本店を東京都港区に置く。

（附則）
（新　　設） 第１条　定款第３条の変更は、2024年12月23日に

その効力を生ずるものとする。なお、本条
は、効力発生日後にこれを削除する。

株主総会参考書類

議案及び参考書類

第１号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
　当社の今後の事業拡大への対応および業務効率化を図るため、本店を移転することといたしま
した。これに伴い、現行定款第３条に定める本店所在地を「東京都千代田区」から「東京都港
区」に変更するものであります。
　なお、この変更につきましては、本店移転日である2024年12月23日をもって効力を生じる
こととする旨の附則を設け、効力発生日経過後、この附則を削除することといたします。

２．変更の内容
　変更の内容は以下のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

１

お

小
 

　
 

　
だ

田
 

　
 

　
のり

則
 

　
 

　
ひこ

彦
(1978年２月９日)

2001年４月 株式会社神清カーゴサービス　入社
2005年５月 株式会社ウィンネットワークシステム

入社
2006年４月 株式会社ハセッパー技研　入社
2009年10月 株式会社ワランティマート　入社
2010年３月 株式会社トラスト・グロー・パートナー

ズ（現、当社）設立
2015年９月 当社取締役営業部長
2024年５月 当社代表取締役社長（現任）

66,000株

【選任理由】
　小田則彦氏は、当社設立メンバーであり、長年にわたり当社の営業部門の指揮を執り、営業で強い
リーダーシップを発揮しております。また、当社事業に精通し、経験及び知識を有していることから
引き続き取締役候補者といたしました。

第２号議案 取締役４名選任の件
　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会に
おいて機動的に意思決定が行えるよう取締役１名を減員し、取締役４名の選任をお願いするものであ
ります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 43 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

２

わか

若
 

　
 

　
つき

月
 

　
 

　
みつ

光
 

　
 

　
ひろ

博
(1965年４月４日)

2001年２月 トーマツコンサルティング株式会社
（現、デロイトトーマツコンサルティン
グ合同会社）取締役

2004年３月 プロジェクトA株式会社 代表取締役社
長

2007年２月 株式会社アドバンスト・コミュニケーシ
ョンズ　常務取締役

2010年10月 株式会社スイートスタイル 取締役管理
本部長

2012年３月 同社　代表取締役社長
2017年１月 ジャパンベストレスキューシステム株式

会社 執行役員コーポレートプラットフ
ォームカンパニー長

2017年６月 ジャパン少額短期保険株式会社 取締役
（現任）

2017年12月 ジャパンベストレスキューシステム株式
会社取締役執行役員コーポレートプラッ
トフォームカンパニー長

2018年12月 当社　取締役（現任）
2021年９月 株式会社アクトコール(現、ジャパンベ

ストレスキューシステム株式会社)取締
役

2022年４月 ジャパンベストレスキューシステム株式
会社取締役執行役員

2023年12月 同社　代表取締役社長（現任）

－

（重要な兼職の状況）
ジャパンベストレスキューシステム株式会社
代表取締役社長
ジャパン少額短期保険株式会社 取締役

【選任理由】
　若月光博氏は、当社の親会社の代表取締役社長であるとともに、複数の企業の取締役を務め、企業
経営に精通しており、また、経営コンサルタント業務を通じて培われた豊富な経験と知識を有してい
ることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

3

みず

水
 

　
 

　
の

野
 

　
 

　
のぶ

信
 

　
 

　
かつ

勝
(1952年12月11日)

1976年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法
人トーマツ）入所

2003年７月 同法人代表社員
2005年７月 同法人三重事務所地区経営執行役員
2017年７月 水野信勝公認会計士事務所所長（現任）
2017年９月 フルハシEPO株式会社社外取締役（現

任）
2018年５月 株式会社ダイセキ社外取締役（監査等委

員）
2023年12月 当社　社外取締役（現任）

－

（重要な兼職の状況）
水野信勝公認会計士事務所所長
フルハシEPO株式会社社外取締役

【選任理由及び期待される役割の概要】
　水野信勝氏は、公認会計士として豊富な経験や見識を有しており、当社の事業運営へ適切な助言を
いただくことを期待して引き続き社外取締役候補者といたしました。当社は、同氏が選任された場合
には、当事業年度同様の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と当社経営に対する監督を期
待しております。
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当社の株式数

4

もり

森
 

　　
 

　
 

　
ち

千
 

　
 

　
 

　
とし

年
(1957年６月26日)

1980年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現、三菱マテ
リアル株式会社）入社

2011年６月 同社　執行役員人財部門長
2012年６月 同社　執行役員経営戦略部門経営企画部長
2013年４月 同社　常務執行役員経営戦略部門長
2015年４月 同社　常務執行役員及び三菱綜合材料管理

（上海）有限公司董事長兼総経理（中国総
代表）

2017年４月 宇部三菱セメント株式会社（現、UBE三
菱セメント株式会社）代表取締役副社長

2018年４月 同社　代表取締役社長
2020年４月 同社　相談役
2022年12月 当社　社外取締役（現任）

－

【選任理由及び期待される役割の概要】
　森　千年氏は、長年にわたり経営戦略部門及び経営者として企業経営に係る豊富な経験や見識を有
しており、企業経営に精通していることから引き続き社外取締役候補者といたしました。
当社は、同氏が選任された場合には、長年の豊富な経営者としての経験を活かし、同氏に対して持続
的成長と企業価値向上のための有益な助言と当社経営に対する監督を期待しております。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 水野信勝氏及び森千年氏は、社外取締役候補者であります。
３. 水野信勝氏及び森千年氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間

は、本総会終結の時をもって水野信勝氏は１年、森千年氏は２年になります。
４. 若月光博氏は、当社の親会社であるジャパンベストレスキューシステム株式会社の代表取締役社長で

あり、同社は当社の特定関係事業者に該当いたします。なお、ジャパンベストレスキューシステム株
式会社における地位及び担当につきましては、「略歴、当社における地位及び担当」に記載のとおり
であります。

５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当社取締役を含む被保険者の損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候
補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約
は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

６. 当社は、水野信勝氏及び森千年氏が選任された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の
要件を満たしておりますので、引き続き独立役員とする予定であります。

７. 当社は、水野信勝氏及び森千年氏との間で、事業報告の「社外役員に関する事項」に内容の概要を記
載した責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定で
あります。

以上

－ 46 －
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地図

会場：東京都千代田区外神田一丁目１番８号
東芝万世橋ビル　８階
TKP秋葉原カンファレンスセンター ホール８A

交通 JR秋葉原駅　電気街口徒歩４分
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